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 新潟県村上市の歴史まちづくり計画（第２期）を認定します 

～２期計画認定都市は 51 都市へ拡大～ 

 

新潟県村上市の歴史まちづくり計画（第２期）について、歴史まちづくり法に基づき、３

月 19 日付けで主務大臣（文部科学大臣、農林水産大臣、国土交通大臣）が認定しました。

（詳細は別紙参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回の認定により、歴史まちづくり計画認定 100 都市のうち、第１期計画を完了し、第２

期計画の認定を受けた都市は 51 都市となります。 

※歴史まちづくり計画の正式名称：歴史的風致維持向上計画 

※歴史まちづくり法の正式名称 ：地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 

 

※歴史まちづくりとは 

全国各地には、城や神社仏閣とその周辺の町家や武家屋敷等から成る市街地と、祭礼行事、

民俗芸能、昔ながらの生業等の人々の伝統的な営みや活動とが一体となって、地域の個性と

も言える歴史的な情緒や風情を醸し出すまちが多くあります。 

これらを「歴史的風致」として地域固有の資産であると捉え、関係省庁が連携し、地域の

活性化や歴史・伝統文化の保存・継承について、ハード・ソフト両面から支援しています。 

 

 

 

 

 

北陸地方整備局建政部 

記 者 発 表 資 料 

配 布 日 時 令和８年３月 19 日 14 時 

取 り 扱 い 配布を以て解禁 

【問い合わせ先】 

●国土交通省 都市局 公園緑地・景観課 

景観・歴史文化環境整備室 宇川、國吉、片桐 

TEL：03-5253-8111(内線 32983、32986、32933)／03-5253-8954（直通） 

●文化庁 文化資源活用課 才木、大山、梅澤、今堀 

TEL：075-451-4111（内線 9651、9668） 075-451-9669（直通） 

●農林水産省 農村振興局 農村政策部 農村計画課 土地利用計画班 

TEL：03-3502-8111(内線 5534)／03-3502-6004（直通） 

【村上市】村上まつりの屋台と歴史的町並み 

同時発表 

文部科学省、農林水産省、国土交通本省、村上市 

【配布先】 

新潟県政記者クラブ 

新県政記者クラブ 

富山県政記者クラブ 

石川県政記者クラブ 

その他建設専門誌 



(別紙) 
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における歴史的風致維持向上計画（第２期）の概要 

○新潟県村上市の取組 

（１）第１期計画の取組による成果 

村上市では、平成 28 年度から令和７年度（10 年間）を計画期間とする第１期歴史まち

づくり計画により、以下のような成果をあげています。 

・歴史的風致形成建造物保存事業および建造物外観修景事業の実施により、10 年間で

延べ 90 件の建造物の修理修景を行ったことで、歴史的活動と町並みが一体となった

歴史的景観の創出につながりました。 

・歴史的風致形成建造物に関して、物件の抽出と調査を行い、51 件の歴史的風致形成

建造物の指定を行いました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）第２期計画の概要 

 村上市の歴史的風致は、旧村上城下として発展した城下町や出羽街道、三国街道仲

通り、米沢街道などによって村上城下と密接なつながりを持っていた宿場町、北前船の

寄港地として栄えた港町があり、これらの町家集落には歴史的な建造物と多くの歴史的

な町並みが残っており、地域固有の歴史や文化的な資源を活用した産業や独自の民俗芸

能、習俗等が現在も受け継がれています。 

第２期計画では、引き続き歴史的風致形成建造物保存事業による建造物の保全を進め、

歴史的な活動と一体となった町並みの維持を行うとともに、無電柱化事業の事業化を進

め、風致の維持向上と併せて歩行者空間の安全性確保を図ります。また、民間のまちづく

り団体と連携しながら、空き家・空き店舗の利活用に向けた仕組み作りを行い、歴史的建

造物を活かした地域活性化と建造物の解体による町並みの喪失を抑止してまいります。 

 

 

 

村上まつりの屋台と歴史的町並み 無電柱化対象路線である市道安
あん
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事業実施により復元された歴史的な町並み 歴史的風致形成建造物に指定されている 

山上染物店（山上家住宅） 


